
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続税の納税猶予に係る担保                

Ｑ：非上場株式についての相続税の納税猶

予を利用する場合、担保が必要ということで

すが、どのようになっているのですか？ 

                                              

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

非上場株式等に係る相続税の納税猶予の適

用を受けるためには、担保を提供しなければ

なりません。担保として提供できる財産は次

のとおりです。  

①納税猶予の対象となる認定承継会社の特例

非上場株式等 

非上場株式に譲渡制限が付されているもの

であっても、担保として提供することが認め

られます。ただし、この場合には、特例非上

場株式等の全部を担保提供する場合に限られ

ます。また、この場合には、必要担保額に見

合う担保提供があったものとみなされますの

で、もし、担保として提供した非上場株式の

価額が下落したとしても追加で担保提供を求

められることはありません。 

なお、認定承継会社の非上場株式を担保と

して提供する場合には、非上場株式(株券)を

法務局(供託所)に供託し、供託書の正本を税

務署長に提出しなければなりません。 

この場合において、認定承継会社の株券が

発行されていないときは、担保提供に当たっ

て株券を発行しなければなりません。 

②不動産、国債・地方債、税務署長が確実と

認める有価証券、保証人の保証など 
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